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Nontuberculous Mycobacteriosis (NTM) is a different disease from tuberculosis, but in 
Japan most of them are still obliged to be treated as tuberculosis under medical insurance 

scheme and included statistically in the number of tuberculosis. In this investigation, 

patients of NTM who were at first registered as tuberculosis and diagnosed later as NTM 
or found to be positive for nontuberculous mycobacteria were analysed from the standpoint 

of tuberculosis statistics and activities at health centers.

Out of 1207 newly registered tuberculosis in 1993 at 23 health centers (HCs) or its 

branches in Hiroshima Prefecture, 482 cases were bacteriologically positive, and among 
them 40 cases were found to be NTM later. Under the current tuberculosis surveillance 

system, 4 cases from 1 HC were omitted from the tuberculosis registry, 10 cases from 4 

HCs were kept on the tuberculosis registry as 'culture positive for nontuberculous mycobac

terium', 15 cases from 7 HCs were registered as 'tuberculosis with nontuberculous 

mycobacteriosis as a complication' and in 11 cases no informations on NTM were entered 

into the registry. Only 6 smear positive cases which were registered as 'culture positive for 

nontuberculous mycobacteria' were excluded from the number of smear positive tuberculosis 
under the surveillance system.

In other investigation made by hospitals in the same area on NTM, 59 patients with

 definite NTM were reported in 1993. At least 52 were registered first as tuberculosis, thus 

NTM occupies at least 4.3 percent of all newly reported tuberculosis and 10.8 percent of new 

smear positive cases. The discrepancy between the reported numbers of NTM from HCs and 
hospitals indicates that there might be many NTM or cases positive for nontuberculous 

mycobacterium which are registered as common tuberculosis.

*From the National Hiroshima Hospital, 513 Jike, Saijo-cho, Higashihiroshima-shi, 739

 Japan.

― 7 ―



5 0 6 結 核 第 70 巻 第 9 号

After 11 month or later, cases reported as NTM were dealt at HCs as follows 20 were 

omitted from the tuberculosis registry, 10 were still obliged to be under treatment as 

tuberculosis, 5 completed treatment and 3 were under follow-up after the completion of 

treatment.

HCs which allowed NTM cases to be treated as tuberculosis, are able to get 

informations on patients with NTM and manage them approprietly. On the other hand, at 

HCs which omitt cases with NTM strictly from tuberculosis registry, it seems rather 

 difficult to get informations on patients with NTM from the hospitals.

The main reason of confusion in the management of NTM as mentioned above is the 

lack of coverage of antituberculous drugs for cases with NTM under the health insurance 

scheme, while medical expenses for treating tuberculosis is covered by public subsidy. To 

omit cases with NTM from tuberculosis statistics, NTM should be regarded as a different 

disease entity from tuberculosis under the medical insurance scheme as well as in the 

Tuberculous Control Law and tuberculosis surveillance system. Recognition of NTM as an 

independent disease and assurance of medical expenditure for this disease will enable 

cooperation between HCs and hospitals on cases with NTM and improve the accuracy of 

tuberculosis statistics.
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は じ め に

非定型抗酸菌症 は結 核 とは異 なる疾患 ではあるが,菌

の同定 にかな りの 日数を必要 とする こと,治 療薬 の多 く

が結核 と共通す るものであ って,し か も本症 は これ らの

薬剤の保険医療での適応症 として認 め られていない こと

などか ら,医 療制度 の中では依然結核 と混 同 して,も し

くは結核 に紛れ込んで扱われてい るのが実情 であろ う。

その結果本症 は必然的 に,結 核を管理 する保健所 ともか

かわ りが生 じることにな る。

本論文で はこの非定型抗酸菌症 が,一 県 内の保健所 で

どのように扱われて いるか についての調査結果 を報告 し,

本症 の存在が結核統計 に与えてい る影響等 について検討

した。

対象 と方法

1993年 中 に広島県内保健所で結 核 として新 たに登録 さ

れ たうち1994年12月1日 まで に非定型抗酸菌症 または

非定型抗酸菌排菌者であ ると保健所で把握 で きてい る症

例 を対象 と し,そ の症例数 と臨床的背景,扱 われ方 をア

ンケー ト方式で調査 した。

調査 にあたって は広島県福祉健康部健康対策課,広 島

市衛生局環境保健部健康管理課の協力によ り調査 目的等

につ いて あらか じめ各保健 所に了解 を得 た。

結 果

県 内 の18保 健 所 と5支 所 の全て か ら回答 を得 た。

1993年 の県 内結核新登録1,207例 中,保 健所 で1994年

12月1日 現 在 で非定 型抗 酸菌症 または非定型抗酸菌排

菌者であると把握 して いた ものが40例 であ った(表1)。

広 島市以 外 の県 内保健所で37例,広 島市 の保健所 で3

例 であ り結核新登録者 数 中それぞれ4.4%,0.8%,ま

表1　 広島県内保健所 における非定型抗酸菌症把握数

(1993.1.1よ り1993.12.31の結核新登録患者中)

*本 調査で は一部保健所で初感染結 核を含 むため、県 のサーベイ

ランス集計 による新登録者数1,182と くいちが いがでた。
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表2　 非定型抗酸菌症 のサーベイ ランスへの入力方法

表3　 非 定 型 抗 酸 菌 症 の 転 帰

(1993年 新登録者 中,1994.12.1現 在)

た菌陽性者中11.0%,2.0%で あ った。

40例 の性 別 は男21,女19,年 齢 は50歳 以上が36例

で高 齢者 が多 か った。治療 は初 回治療30,再 治療9,

不 明1で あ った。菌検 査 で は喀疾塗抹陽性22,培 養 の

み 陽性18,菌 種 まで わか って いたのは5例 のみですべ

て.M.aviun complexで あ った。

これ らの40例 が非 定型抗酸菌症 または非定型抗酸菌

排菌者であ ることを保健所 が知 ってか らの扱 い方 を表2

に示 す。23ヵ 所 の保健 所 と支 所 において,結 核 サーベ

イラ ンスシステ ムにおけ る入 力項 目1)の うち,培 養検査

結果 の項 目で 「非定型 抗酸 菌 陽性」 を選 ぶのが4ヵ 所

(うち2ヵ 所 は次 の合併症 に も入力),合 併症 の項 目で

「非定 型抗 酸菌 症」 を選 ぶのが7ヵ 所,転 症 ・除外 とす

るのが1ヵ 所,本 症 とわか って もそのまま特 に入力 しな

いというのが症例がなか った6ヵ 所 を含 め9ヵ 所 であ っ

た。

次 に登録 時か ら少な くとも11ヵ 月以上経過 した1994

年12月1日 の時 点 での これ らの症例 の転帰 を表3に 示

す。治 療終 了時 に除外 された ものを含 め半数 の20例 が

転症,除 外 とされ てお り,治 療 中が10例,治 療終了 と

のみの答えが5例,管 理中が3例 であ った。

考 案

非定型抗酸菌症 は結核か ら独立 した疾患 として認 め ら

れ るようになったとはいえ,現 実に は現在 も多 くの例 で

結核 に間借 りしたかた ちで治療が行われてい る。 この非

定型抗酸菌症の医療上での扱われ方を保 健所 への届 け出

という面を中心に分類 する と次 のよ うに考 え られよう。

(1)非 定型 抗酸菌症 と診 断され結核 としての届 けは一

度 もされていない もの

これまで は菌の同定 に 日数 がかか っていたこと もあ り,

この グル ープに はい る例 はあま り多 くなか ったと考 え ら

れ る。

(2)　非定型抗酸菌症 と診 断 されているが当初 は結核 と

して届 けられてい るもの

この うちには,(1)診 断確 定後 に保健所 に報告 されす ぐ

に転症 ・除外 とな るもの,(2)診 断確定後 に保健所 に報告

され るが表向 きは結 核のまま治療 が続 け られる もの,(3)

医療機関で診断が確定 して も保健 所には報告 されず治療

が続 け られ るもの,の3者 が考え られ る。

これ らの他 に,少 数で はあろ うが,

(3)　実際 は本症であ るのに菌の同定 がされず結核 とし

て長期に治療が続 けられてい るもの もあ るか もしれない。

以上の うち今回検討の対象 とな ったのは保健所 で把握

で きる(2)保健所 に届 け出が され るグループの うちの(1)(2)

のみで あり,実 際 に存在す る非定型抗酸 菌症 の一部 のみ

をと らえて いることにな る。 また,保 健所には本症 の診

断基準2)を 満足 しな いが非定型抗酸菌陽性であ るもの も

結核 と して届 け出,報 告 され ることが多い と考 え られる

が,保 健所が得 る情報か らは本症であ るか単 な る排菌者

で あるのか判断出来な いことが多いので,今 回の調査 で

はこれ らも含 めて扱 った。

さて,本 調 査 で把握 で きた症 例 は1県 内1年 間で40

例 であつた。 ここで まず これ らの症例が,結 核統計 の中

で ど ういう位置 にあるかを考えてみたい。県内保健所 で

本症で あるとわか った もの は前述の ように40例 であ る。

これ らの うち29例 はサ ーベ イランスシステ ムで何 らか

の形 で本症で ある,ま たは結核でな いことが入 力 されて

いた。 しか し,い ずれ に して も新登録結核患者 数か らは

差 し引かれず,結 核罹患率を見か け上押 し上 げ る大 きな

原因 のひとっ となって いると考え られ る。培養検査結 果

に非定型抗酸菌陽性 と入力 した場合,塗 抹陽性 結核か ら

は自動的 に除外 され るシステムにな ってい るが,こ れに
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あ て はま る扱 いを されていたのは塗抹陽性22例 中6例

のみであ った。

広 島県 内 の1993年 新 発生非定型抗酸菌症 につ いて は

医療機 関側 か らの調査3)も 行 って お り,こ の調査で は国

立療養所非定型抗酸菌症共同研究班の診断基準を ほぼ満

たす もの だ けで少 な くと も59例 が把握で きて いる。 こ

の うち52例 は結核 と して発生届 けが出 されてお り,こ

れだ けで も結核 と して新 たに登録 された1,207例 中4.3

%,菌 陽 性結 核482例 中10.8%を 占め ることにな る。

また,塗 抹 陽性 で あ ったの は46例 であ るが,こ の うち

6例 は塗抹陽性結核か ら自動的 に除外 された ことにな る

ので,塗 抹 陽性結核391例 中40例(10.2%)が 非定型

抗酸菌症 ということにな る。

以上 の計算 は本症の診断基準を満足 す るものだけを考

えて いるが,診 断基準 にあて はま らない排菌例 も多 く結

核 と して届 けが出 されてい ると考え られ,結 核 として紛

れ込んで いる非定型抗酸菌症 あ るいは非定型抗酸菌排菌

者 は上記の数字をかな り上 回 ると考 えた方 がよい。

坂谷4)は 国立療 養所非定型抗酸菌症共 同研究班 の研究

結果等か ら全抗酸菌症(菌 陽性例)に 占める非定型抗酸

菌症の比率 は1993年 で16.5%で あると し,こ れ らの大

半が統計上結 核 として扱 われている と推定 している。広

島県 で は全国 で非定型抗酸菌症 の14.3%を 占めるとさ

れ る.M.kansasii症 がわずか しかない分非定型抗酸菌

症全体の発生率 が低 い とすれば,今 回 の結果か ら全国の

結核統計 中に含 まれる非定型抗酸菌症 の比率 は坂谷 の推

定 に近 い もの と考 えてよい。今後,結 核 に対す る非定型

抗酸菌症 の比率 はさ らに大 き くなると予想 され,結 核統

計 に与 える非定型抗酸菌症 の影響 はます ます軽視で きな

くなるであろ う。

次 に保健所 における非定型抗酸菌症の扱 い方を考えて

みたい。非定型抗酸菌症 を把握 して いる保健所の多 くで

は,本 症 とわか って も直 ちに結核か ら除外せず表向 きは

結核 のままサーベイラ ンスシステムには培養検査結果,

合併症などで本症で あるという情報を いれてい る。 また,

接触者検診や患者管理 は省略 し治療終了後 は転症 とす る

など,実 情 に応 じた対応が されてい ると思 われ る。

一方
,非 定型抗酸菌症であ るとわか ると直ちに結核 か

ら転症 ・除外 とす る保健所 には,医 療機 関側 は抗結核薬

による治療を続 ける都合上本 症であ るとい う情報 を伝 え

ず,同 じ抗酸菌症であ るとしてそのまま抗結核薬 の使用

を続 けることが少な くないので はなかろ うか。 その場合

保健所 において は,多 くの例 に対 し感染性 の結核 と して

の対応が され ることにな るはずである。 また,も とよ り

統計上結 核か ら除外 す ることも不可能 である。

結核統 計の もとになるサーベイ ランスシステムの入力

項 目で,合 併症 の項 目で非定型抗酸菌症 を,培 養検査結

果の項 目で非定型抗酸菌 陽性 を もうけて あるということ

は本症の存在 を認 めた現実 的な対処で あると思われ る。

しか し,こ のサーベイ ランスシステムへ の入力方法 も保

健所によ りば らば らであ り,そ の後 の取扱 い方 も一定 し

ていなか った。今 回の調査 が全国 の状況 をその まま代表

す るものではないが,本 症 の扱 い方 は全国的 にも同様 に

地域 によ り,保 健所 によ り異 なることが考え られ る。

以上述 べたよ うに,本 調査で は結核統計 に実際 にかな

りの数 の非定型抗酸菌症が はいりこんで いることが確認

で きた と同時 に,直 接本症 の患者 に対処 してい る医療機

関や保健所 の悩 みを改 めて感 じさせ られた。 このよ うな

状態となった原因や今後 の対応の可能性な どについては,

日本 結 核 病 学 会 第67回 シ ン ポ ジ ウ ム 「Mycobac-

tθerium aviumm complex症 の現況 と将来」 の特別発

言5)で 述べ られて いる。

本症 の医療制度上の扱い として は,独 立 した疾患 とし

て保険医療が行え ることが本来の形 であ るに もかかわ ら

ず,現 在 まで解決 されないで きた事情 があ る。 しか し,

いずれにせよ結核 との鑑別 には日時を要 する ことが多 く,

最初 は結 核 のな か に紛 れ込む ことは致 し方 ない。PCR

法等 により菌の迅速同定 も可能 にな り当初 か ら本症 と診

断 され る例 も増加 はす るであろ うが,こ の場合 も治療が

必要な場合 は,医 療費に関する問題 か ら表 向き結核 と し

て扱われ る可能性 もあ る。 である とす れば,結 核サ ーベ

イランスの中で は,結 核(抗 酸菌症)の 一部 と して本症

の枠を別に作 り,診 断確定後 に明確 に結核(人 型菌感染

症)か ら除外で きる,ま たはある程度診断が確定 した後

に結核のみを登録 するよ うなシステムにす ることが現実

的であ り,結 核統計 の精度 を向上 させ ることにつなが る

と思 われ る。

本症 の問題 を含 め結核統計 の精度向上のた めには,具

体 的にはまず医療機関か ら保健所へ の情報提供が必要で

あ る。 そのためには,結 核 と して届 け出た後 も随時,治

療経過 や確定診断病名 などに関 して医療機関か らの情報

提供 を求 ある制度 や,保 健所か らの積極的な働 きかけに

よる情報収集等が考 え られ る。 しか し,こ れ らが有効 に

機能 するには本症 の扱 い方が明確 にされ,し か もその扱

い方 の変化が,医 療費の問題を含めて治療上不利益 を も

た らさないようなもので ある必要があ ろう。

お わ り に

非定型抗酸菌症 は医学の進歩によ り,結 核 と異 なる性

質 をもった疾患であ ることが明 らかにされて きた。 しか

し,日 本 にお いて は医療上 の扱いについての問題 が解決

されないまま,多 くの例が結核にいわば居候 を してきた。

しか し,こ の非定型抗 酸菌症 も現在 では,菌 陽性結核 と

されて いるうちの10数 パーセ ン トを占めると考 え られ,
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結核統計へ の影響 は大 きい。非定型抗酸菌症の存在 を認

めた上 で保健所 と医療機関が協力 し実情に応 じた対応 が

出来 るように,ま た統計上 は結核か ら除外 で きるよ うに

扱 い方 を明確 にす ることが必要 とされてい る。

最後 に,本 調査 にご協力いただいた次 の機 関の方 々に

深謝す る。

広島県福祉保健部健康対策課 ・広 島市衛生局環境保健

部健康管理課 ・広島県海田保 健所 ・広 島県可部保健所 ・

広島県呉保健所 ・広島県呉保健所大柿支所 ・広 島県呉保

健所竹原支所 ・広島県 廿 日市保健所 ・広 島県東広 島保健

所 ・広島県福山保健所 ・広 島県福 山保健所府 中支所 ・広

島県三原 保健所 ・広 島県三原保健所尾道支所 ・広島県三

次保健所 ・広 島県三次保健所庄原支所 ・呉市西保健所 ・

呉市東保健所 ・広島市安芸保健所 ・広 島市安佐北保健所 ・

広 島市安佐南保健所 ・広 島市佐伯保健所 ・広島市中保健

所 ・広 島市西保健所 ・広島市東保健所 ・広島市南保健所
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